
第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課
中央児童館は、児童健全育成の拠点として重要な施設です。
中央児童館の整備も含め、児童健全育成の拠点として、より
活用します。

延べ利用人数3,086人
（内訳 任意利用2,180人行事・イベント 453人クラブ活動
401人ジュニアリーダー養成研修会52人）
コロナウイルス感染症拡大防止のため4月1日から5月31日まで
休館

市内１か所において、児童健全育成の拠点として各種子育て支
援サービスを実施する。

市内１か所において、児童健全育成の拠点として各種子育て支
援サービスを実施する。

社会教育課

地域住民等の参画を得て、子どもたちがスポーツ、文化活動
等で交流する安心安全な放課後の活動拠点（居場所）を確保
します。市内全小学校区において実施し、国が定める「新・
放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブとの
連携を進めます。

新型コロナウイルス感染症対策として、１日当たりの参加人数
を減らすとともに空気清浄機と大型扇風機を導入し、参加児童
やスタッフの安全を確保しながら、子どもたちの学びの場の確
保に努めた。

放課後子ども教室を市内全小学校にて実施する。 放課後子ども教室を市内全小学校にて実施する。

子育て支援課

児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブを全小学校
区に設置しています。引き続き全小学校区に設置します。今
後は、クラブの適切な運営に努めながら、放課後子ども教室
との連携や保護者の就労時間を考慮した開設時間、障がい児
の受け入れなどを視野に入れ、事業の充実を図ります。

市内８校区９クラブで実施。登録児童数388人。
市内９か所で放課後児童健全育成事業として継続して実施す
る。

児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブの事業の充実
を図る。

子育て支援課
⾧期休暇期間において、保護者の就労のため昼間に留守家庭
となる小学生に対し、安心・安全な居場所や昼食の場所を提
供します。

4月春休みコロナウイルス感染症拡大防止のため 中止
夏休み 新型コロナウイルスの影響による小学校夏休み短縮に
伴い、事業を縮小して中央児童館と小学校2校において5日間の
みの開催登録者数 40人（内訳 児童館20人 西小8人 蛭間小12
人）
3月春休み 登録者数 94人（内訳 児童館27人 東小18人 西
小13人 蛭間小20人 高台寺小16人）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じたうえで、中央児
童館と小学校４校において、夏休みと春休みの⾧期休暇期間に
子どもの居場所を提供します。

中央児童館と小学校４校で⾧期休暇期間の子どもの居場所づく
りを継続して実施する。

社会教育課
市内小・中学校の運動場及び体育館を開放し、スポーツ活動
の拠点として、子どもが休日や夜間にスポーツに親しむ機会
を継続して提供します。

新型コロナウイルス感染症の流行により、一定期間施設の開放
を中止したが、施設の消毒や利用者名簿の作成をするなど、感
染対策を実施しながらスポーツ活動の機会を提供した。

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、市内小・中学校
の運動場及び体育館を開放し、子どもから大人まで主体的にス
ポーツに親しむ機会を提供する。

市内小・中学校の運動場及び体育館を開放し、子どもから大人
まで主体的にスポーツに親しむ機会を提供する。

社会教育課
子どもの読書活動推進を図るため、読み聞かせボランティア
団体などと協力しながら年間を通じておはなし会を実施しま
す。

新型コロナウイルス感染症の影響により、おはなし会等の読書
活動推進事業を中止した。

子どもの読書活動推進を図るため、読み聞かせボランティア団
体などと協力しながら新型コロナウイルス感染症対策を講じ、
おはなし会等を実施できるよう取り組む。

子どもの読書活動推進を図るため、読み聞かせボランティア団
体などと協力しながら年間を通じておはなし会を実施する。

福祉課
（社会福祉協議
会）

親子等で楽しめる催しやおもちゃあそびを通してのふれあい
の場の提供や、親同士等のネットワーク作りのために、津島
市社会福祉協議会が開催する「ふくししくん広場」について
支援します。

開催回数:月１回 年間計９回
延べ利用人数:152名
（内訳:大人 35名 子ども 40名  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 77名）

昨年度は感染症の関係で中止したこともあるが、対策を講じて
月1回の定期開催を継続する。

状況が落ち着いてきたら、開催日時や内容に関するアンケート
でニーズ把握を行い、実施方法を検討する。

①中央児童館の活用

（１）子育ての支援
１．本市は、子どもの健やかな育ちを支援するため保護者、学校等関係者及び地域住民等と連携し、及び協働し、次に掲げる施策を実施します。
（１）子どもが安全に安心して過ごすことができる居場所づくり

取組事業

②放課後子ども教室の充
実

⑦ふくししくん広場の充
実

⑥図書館の活用

⑤学校体育施設の開放

④⾧期休暇期間の小学生
の居場所の提供

③放課後児童クラブの充
実

資料２
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

学校教育課

子どもたちが未来への夢や目標を抱いて生活できるようめざ
ましい活躍をしている方を招き話を聞く等、豊かな心をはぐ
くむ事業を実施することや、指導方法・指導体制の工夫改善
を進め､子どもの心に響く教育活動の充実を図ります。

未実施
地域出身者で活躍されている方を講師に招き講話をいただく予
定。

未定

学校教育課
様々な要因により、登校できない状態にある児童生徒及びそ
の保護者を対象として、相談、助言、指導を行い、児童生徒
の学校復帰を支援します。

市内２か所で適応指導教室を開設した。 市内２か所で適応指導教室を開設する。 市内２か所で適応指導教室を開設する。

学校教育課

子どもの体力の増進が望まれる中、生涯にわたって積極的に
スポーツに親しむ習慣、意欲や能力を育成するため､優れた
指導者の育成や確保、指導方法の工夫及び改善等を進め､地
域のスポーツ活動を充実します。

総合的な子どもの基礎体力向上作戦（ＳＫＩＰ）を実践した。 総合的な子どもの基礎体力向上作戦（ＳＫＩＰ）を実践する。 総合的な子どもの基礎体力向上作戦（ＳＫＩＰ）を実践する。

学校教育課

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができる
よう、確かな学力を身に付けさせるために、ボランティア
ティーチャーや地域の伝統文化を継承する方などの外部人材
を活用して学校教育の充実を図ります。

学習や部活動等で外部人材を協力依頼して学校教育の充実を
図った。

学習や部活動等で外部人材を協力依頼して学校教育の充実を図
る。

学習や部活動等で外部人材を協力依頼して学校教育の充実を図
る。

学校教育課 ＡＬＴの市内全小中学校への派遣を継続します。
６名のＡＬＴが市内全８校の小学校、４校の中学校で勤務し外
国語指導を行った。

６名のＡＬＴが市内全８校の小学校、４校の中学校で勤務し外
国語指導を行う。

６名のＡＬＴが市内全８校の小学校、４校の中学校で勤務し外
国語指導を行う。

学校教育課
学校評議員体制の活用等により､地域及び家庭と学校との連
携・協力を図ることや、地域の実情に応じ、地域に根ざした
学校づくりを進めます。

地域学校協働本部が中心となり、コミュニティスクールを立ち
上げ、学校・家庭・地域が連携して地域ぐるみで子どもを育て
る取り組みを進めた。（神守中、南小、神守小、高台寺小、暁
中）

地域学校協働本部が中心となり、コミュニティスクールを立ち
上げ、学校・家庭・地域が連携して地域ぐるみで子どもを育て
る取り組みを進める。（神守中、南小、神守小、高台寺小、暁
中）

地域学校協働本部が中心となり、コミュニティスクールを立ち
上げ、学校・家庭・地域が連携して地域ぐるみで子どもを育て
る取り組みを進める。（神守中、南小、神守小、高台寺小、暁
中）

福祉課
（社会福祉協議
会）

児童・生徒にノーマライゼーションの理念を普及し福祉意識
を高めるために、社会福祉協議会などと連携し、障がい者の
日常生活に根ざした体験学習に取り組むなど、小中学校での
福祉実践教室や総合学習での福祉教育の充実を図ります。

令和2年度は感染症拡大防止のため、教育委員会が取り組みを中
止した。
希望する学校に車いす等の機材の貸し出しを実施（４校実績あ
り）。

今年度は通常通り実施する予定。
年齢に応じた福祉教育を行うため、中学・高校生を対象とした
講義形式の科目を新設した。

年齢や理解度に応じた福祉教育を進めるため、また学校側にも
興味を持ってもらえるよう講師の選択肢を増やすなどして内容
を充実させる。

②適応指導教室の充実

③健やかな体の育成

④地域の人材の活用

⑤外国語指導助手（ALT
の活用）

⑦福祉実践教室等の福祉
教育の充実

⑥地域の根ざした学校づ
くり

（１）子育ての支援
１．本市は、子どもの健やかな育ちを支援するため保護者、学校等関係者及び地域住民等と連携し、及び協働し、次に掲げる施策を実施します。
（２）子どもが社会との関わりの中で、社会の責任ある一員として自立していくために必要な支援
❶学校等における支援

取組事業

①豊かな心の育成
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課
新型コロナウイルス感染対策として、対面での交流は行わなっ
たが、プレゼントを渡しあったり、手紙を書いたりするなど状
況を見ながら異年齢世代交流を行った。

新型コロナウイルス感染状況をみながら、保育所、認定こども
園及び幼稚園において、感染対策をとりつつ異年齢世代交流を
図る機会の提供を行う。

保育所や認定こども園において、異年齢世代交流を図る機会の
提供を行う。

学校教育課 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止とした。

小学校で高齢者の方を招いて昔の遊びを学ぶ
中学校の生徒が小学校に訪問し部活動を行う
津島高校が小学校へ訪問し、外国語の授業を行う
上記の様々な機会を持って交流をする予定。

小学校で高齢者の方を招いて昔の遊びを学ぶ
中学校の生徒が小学校に訪問し部活動を行う
津島高校が小学校へ訪問し、外国語の授業を行う
上記の様々な機会を持って交流をする予定。

社会教育課
地域住民等が自主的・主体的に運営する総合型スポーツクラ
ブやスポーツ少年団の活動を支援し、親子が気軽に参加で
き、地域やクラブ仲間と交流できる場を提供していきます。

総合型地域スポーツクラブの活動については、新型コロナウイ
ルス感染症の流行により、大幅な縮小を強いられたが、人数制
限等の感染対策を実施し活動の機会を提供した。
スポーツ少年団活動についても、一定期間の活動を休止した
が、順次再開し、練習や交流試合などの活動の場を提供した。

総合型地域スポーツクラブの活動については、子どもから大人
まで異年齢で交流し、身近にスポーツができる機会を提供す
る。
スポーツ少年団については、練習や交流試合などの活動の場を
提供する。

総合型地域スポーツクラブの活動については、子どもから大人
まで異年齢で交流し、身近にスポーツができる機会を提供す
る。
スポーツ少年団については、練習や交流試合などの活動の場を
提供する。

社会教育課
子どもたちに自然体験や社会体験、異世代間の交流や家庭内
でのコミュニケーションを深める場を提供するため、つしま
おやこワクワク体験活動フェスティバル!等を実施します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止とした。
子どもの社会体験や体験活動の推進と子育て支援団体との交流
の場を継続して設け、子どものコミュニケーション能力向上や
社会性を育む機会を提供する。

子どもの社会体験や体験活動の推進と子育て支援団体との交流
の場を継続して設け、子どものコミュニケーション能力向上や
社会性を育む機会を提供する。

社会教育課
郷土の歴史や文化に触れる多様な機会を創出し、その魅力や
価値への理解を深め郷土への愛着と誇りを醸成します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、尾張津島天王祭が
中止することに伴い、「祭りを学ぶ」も中止とした。

小学生を対象に愛西市と共催して「祭りを学ぶ」を実施し、地
域の祭りについての理解を深める。６月26日（土）に事前学
習・「花付け」体験、７月25日（日）にビデオ鑑賞・屏風鑑
賞、８月28日（土）に「神葭」見学・神社宝物見学等を実施す
る。

「祭りを学ぶ」と題して、事前学習、朝祭の車楽舟見学を実施
する。小学生を対象に地域の祭りについての理解を深める。

シティプロモー
ション課

国際的な相互理解と信頼を深め、将来を担う人としてふさわ
しい国際感覚を身につけることを目的に、姉妹都市である米
国カリフォルニア州ハーキュリーズ市への派遣・受入事業を
行います。
また、津島市国際交流協会等が開催する外国籍の小中学生の
日本語教室について支援します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、姉妹都市であるハー
キュリーズ市への派遣が中止になった。
日本語教室は回数を減らしたものの、計17回、延べ86人の外国
籍児童の参加があった。
天王中学校で国際理解講演会を行い、２年生129人の参加があっ
た。

ハーキュリーズ市への派遣は昨年に引き続き中止。
日本語教室は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、開催する。
神守中学校で国際理解講演会を開催。

新型コロナウイルス感染症の状況を見ながらハーキュリーズ市
への派遣・受入を検討する。
日本語教室は継続しつつ、神守中学校の豆ボラと連携し、神守
中学校での開催も検討する。
国際理解講演会は開催中学校を順番に変えながら継続して実施
する。

１．本市は、子どもの健やかな育ちを支援するため保護者、学校等関係者及び地域住民等と連携し、及び協働し、次に掲げる施策を実施します。
（２）子どもが社会との関わりの中で、社会の責任ある一員として自立していくために必要な支援
❷地域における支援

取組事業

②地域のスポーツ活動の
支援

③親子で一緒に体験でき
るイベントの実施

⑤多文化共生の推進

①異年齢世代交流の機会
の提供

保育所や幼稚園及び学校において、異年齢世代交流を図る機
会の提供を行います。

④郷土への愛着や誇りを
育む学習や体験、交流の
推進

（１）子育ての支援
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

福祉課
支給決定者数 188人（内訳 児童発達支援  49人、放課後等デ
イサービス  139人 保育所訪問支援  2人）

引き続き支給決定者数は増加するものと見込む。
各々の症状や希望に添ったサービスの提供に努める。

引き続き支給決定者数は増加するものと見込む。
各々の症状や希望に添ったサービスの提供に努める。

子育て支援課
市内９保育所・認定こども園で３８名の障がい児を受け入れし
た。

市内12保育所・認定こども園の すべての施設で障がい児の受け
入れをできるよう進める。

市内12保育所・認定こども園の すべての施設で障がい児の受け
入れをできるよう進める。

子育て支援課
重度・中度の障がいを持つ児童（20歳未満）を監護してい
る方への手当支給について、今後も継続して実施します。

特別児童扶養手当支給件数102件（児童数107人）に支給した。 制度の周知を徹底し児童福祉の増進を図る。 制度の周知を徹底し児童福祉の増進を図る。

保険年金課
障がいがある児童の福祉の増進を図るため、医療費の助成を
今後も継続して実施します。

障がい者医療費の助成を行った。
障がい者医療費受給対象者数681人、うち子ども99人
精神障がい者医療費受給対象者数269人、 うち子ども0人
（令和3年3月時点）

障がいがある方の福祉の増進を図るため、医療費の助成を、今
後も継続して実施する。

障がいがある方の福祉の増進を図るため、医療費の助成を、今
後も継続して実施する。

学校教育課
特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽
減するため、給食費･学用品費等の補助を国の基準に基づい
て継続して実施します。

市内の小中学校に通う児童生徒63名に対し、前期分と後期分を
合わせて、支給した。

特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減
するため、給食費･学用品費等の補助を国の基準に基づいて継続
して実施する。

特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減
するため、給食費･学用品費等の補助を国の基準に基づいて継続
して実施する。

保険年金課
小児慢性特定疾病等（他の条例の規定により医療給付を受け
ることができる者を除く）に対する医療費の助成を今後も継
続して実施します。

小児慢性特定疾病等（他の条例の規定により医療給付を受ける
ことができる者を除く）に対する医療費助成をした。（支給実
人数12人）

小児慢性特定疾病等（他の条例の規定により医療給付を受ける
ことができる者を除く）に対する医療費の助成を今後も継続し
て実施する。

小児慢性特定疾病等（他の条例の規定により医療給付を受ける
ことができる者を除く）に対する医療費の助成を今後も継続し
て実施する。

保険年金課
医療を必要とする未熟児の適正な養育を行うため、養育医療
費の給付を今後も継続して実施します。

医療を必要とする未熟児の養育医療費の給付を行なった。
(受給者数7人)

医療を必要とする未熟児の適正な養育を行うため、養育医療費
の給付を今後も継続して実施する。

医療を必要とする未熟児の適正な養育を行うため、養育医療費
の給付を今後も継続して実施する。

❸障がい児施策の充実

取組事業

②特別児童扶養手当の支
給

⑥未熟児養育医療費の給
付

（２）子どもが社会との関わりの中で、社会の責任ある一員として自立していくために必要な支援

（１）子育ての支援
１．本市は、子どもの健やかな育ちを支援するため保護者、学校等関係者及び地域住民等と連携し、及び協働し、次に掲げる施策を実施します。

保育所及び幼稚園と障がい児通所施設との連携をいっそう深
め、保育所等の受け入れ体制を改善しながら、すべての施設
で障がい児の受け入れをできるよう進めます。また、保育所
等と障がい児通所施設を同時に利用する場合の利用料無償化
の対象年齢の拡大について、実施できるように努めます。

①障がい児保育の促進

③障がい者医療費の支給

④特別支援教育就学奨励
費の支給

⑤小児慢性特定疾病児童
等医療費の支給
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

健康推進課

妊娠期から子育て期までの様々なニーズに対し、切れ目のな
い支援をワンストップで行う「子育て世代包括支援センター
事業」を総合保健福祉センターで実施しています。また、妊
娠届出の窓口を一つに集約することにより、保健師が聞き取
り等を行い、早期の支援につなげていきます。

子育て世代包括支援センター事業として、母子健康手帳交付時
に市民と保健部門、児童福祉部門の顔つなぎを実施した。ま
た、支援の必要な家庭を早期に把握し、妊娠期から関係機関と
連携して支援を行った。

子育て世代包括支援事業を実施し、妊娠期から子育て期までの
切れ目ない支援を継続して実施する。

子育て世代包括支援事業を実施し、妊娠期から子育て期までの
切れ目ない支援を継続して実施する。

子育て支援課
子育て支援センターは、親子交流の場や育児相談、子育てに
関する情報提供を行う拠点として、事業内容の充実を図りま
す。

東・西地区子育て支援センター延べ10,747人 （4月5月新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため自由来所中止）親子遊び講座
（6回中2回コロナ感染拡大防止のため中止）120人 育児講座
（6回中4回中止）参加人数5組とする23人 青空保育408人（4
月～6月中止） すくすくひろば91人 人数7人に制限91人 は
じめの一歩（4月～6月中止）117人 親子交流教室参加組数4組
とする66組 育児相談389人個別相談52人

親子遊び講座・育児講座・すくすくひろば・はじめの一歩・支
援ひろば・親子音楽会については予約制とし、感染対策を行い
つつ、行っていく。新型コロナ緊急事態宣言中はイベントは中
止となる。親子交流教室は毎回の実施回数を6回から8回とす
る。

親子交流の場や育児相談、子育てに関する情報提供を行う拠点
として、事業内容の充実を図る。

子育て支援課

子育て世代を対象に、利用者の状況に応じ、妊娠・出産・子
育てに関する各種行政サービス情報を発信し、利用者の利便
性を高めた子育て支援情報を幅広く提供するためのアプリ及
びウェブサイトを構築し、積極的な情報提供に努めます。子
育て支援センターの事業内容・サークルについての情報など
をホームページや情報誌で積極的に配信し、行政・地域・家
庭で連携して子育てを担うように啓発します。
パンフレットやホームページ等により、保育サービスに関す
る情報を一元化し、内容の充実とわかりやすい情報提供を図
ります。

子育て支援アプリ及びウｴﾌﾞサイト「つしまっち」公開、子育て
カレンダーを毎月発行。市内のひろば・園開放などアンケート
を行い改善し、一覧で情報提供する。情報誌「すくすく」毎月
発行
ホームページで情報提供
ガイドブック令和2年度4月発行5000部発行

子育て支援アプリ及びウｴブサイト「つしまっち」公開、子育て
カレンダーを毎月発行。支援ひろば・園開放などアンケートを
行い改善し、一覧で情報提供する。情報誌「すくすく」毎月発
行
ホームページで情報提供
ガイドブック令和3年度4月4500部発行

子育て支援アプリ及びウｴブサイト「つしまっち」公開、子育て
カレンダーを毎月発行。支援ひろば・園開放などアンケートを
行い改善し、一覧で情報提供する。
情報誌「すくすく」毎月発行
ホームページで情報提供
ガイドブック発行

健康推進課

妊婦とその家族に産後の不安解消のため、産後の生活につい
ての具体的なイメージを持ってもらい、地域の子育て支援
サービスとのつなぎを、妊娠期から大切にします。
また、低出生体重児の要因となる若い女性のやせや喫煙など
の習慣を改善するため、思春期からの啓発を重点的に行いま
す。

妊婦とその家族の不安解消のため、HAPPYマタニティ（両親教
室）を実施した。妊娠届出時に子育て支援センターを紹介し、
地域の子育てサービスへつないだ。やせや喫煙などの生活習慣
改善のためにHAPPYマタニティにおいて、啓発を行った。

妊婦とその家族に対して、両親教室や相談等を実施し、妊娠期
から子育て期までの切れ目ない支援を継続して実施する。

妊婦とその家族に対して、両親教室や相談等を実施し、妊娠期
から子育て期までの切れ目ない支援を継続して実施する。

子育て支援課

利用者支援事業として、子育て家庭を個別のニーズに応じて地
域の資源につなぎながら、家庭が地域の中に子どもを育てるた
めの体制を作っていく。必要な情報と相談先周知のため10か月
訪問を実施する。176件子育て相談296件

利用者支援事業として、子育て家庭を個別のニーズに応じて地
域の資源につなぎながら、家庭が地域の中に子どもを育てるた
めの体制を作っていく。必要な情報と相談先周知のため10か月
訪問を実施する。子育て相談を関係機関につなげる。

利用者支援事業として、子育て家庭を個別のニーズに応じて地
域の資源につなぎながら、家庭が地域の中に子どもを育てるた
めの体制を作っていく。必要な情報と相談先周知のため10か月
訪問を実施する。子育て相談を関係機関につなげる。

健康推進課
母子健康手帳の交付時に、地区担当保健師の周知を行い、孤立
防止に努めた。また、子育て支援サービス、医療機関等に出向
き、地域で安心して出産・育児ができるような連携を図った。

関係機関と連携を図り、地域で安心して出産・育児ができるよ
う、親と子への支援と地域づくりに努める。

地域で安心して出産・育児ができるよう、親と子への支援と地
域づくりに努める。

子育て支援課
各地域で子育てサークルの数を増やし、その育成を支援して
いきます。サークルが活動しやすい環境を提供するととも
に、親の主体性が高まるように意識を高めます。

コロナウイルス感染防止の為、サークルリーダー会の開催中
止。（現在10サークル）

新型コロナウイルス感染状況を見ながら、年齢別情報交換会を
開催し、サークル活動の充実と共に、子育ての不安や悩みを解
消できるように相談や意見交換を行う。

母親のニーズに合わせながら、実施をしていく。

（２）子育て家庭の支援
１．本市は、子育てをしている家庭に気を配り、保護者が安心して子育てをすることができるよう必要な支援を行います。

❶子育て支援サービス

取組事業

①妊娠期から子育て期ま
での切れ目ない支援の充
実

②地域子育て支援セン
ターの充実

③子育て支援サービスの
情報提供の充実

④切れ目ない妊産婦・乳
幼児への保健対策の充実

⑥子育てサークルの育成

⑤子どもの健やかな成⾧
を見守り育む地域づくり

子育て世代包括支援センター事業を実施し、対象者に合わせ
て必要な情報提供と相談先の周知を行います。また、他機関
との顔のみえるつながりを大切にしながら、地域の子育て支
援サービスとも連携し、地域で安心して出産・育児ができる
よう、親と子への支援に努めます。
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課
地域の主任児童委員を中心に子育て中の親子が一緒に遊びな
がら情報交換する場として、子育てサロンを開催します。

蛭間地区コミュニティセンターで、毎月第２月曜日（午前１０
時～午後３時）、第４水曜日（午前１０時～１１時３０分）に
地域の主任児童委員を中心に子育てサロン「おたまじゃくし」
を開催する。
今年度はコロナウイルス感染症対策として4月から10月、１月か
ら3月まで休止し、３回開催

地域の主任児童委員を中心に子育て中の親子が一緒に遊びなが
ら情報交換する場として、子育てサロンを開催する。
17回開催予定
なお、緊急事態宣言が発出期間は開催を中止する。

地域の主任児童委員を中心に子育て中の親子が一緒に遊びなが
ら情報交換する場として、子育てサロンを開催する。

子育て支援課
子どもの遊び場・親の子育ての情報交換・友達づくりの場と
して保育所・幼稚園等の園庭、園舎を開放します。

共存園保育所（毎週金曜日）４～５月は新型コロナウイルス感
染対策のために中止 ８月以降は予約制 利用人数５人
新開こども園（毎週月曜日）４～５月は新型コロナウイルス感
染対策のために中止 ８月以降は予約制 利用人数２８人

新型コロナウイルス感染状況を見ながら、感染対策を取り、子
どもの遊び場・親の子育ての情報交換・友達づくりの場として
保育所認定こども園等の園庭、園舎を開放する。

子どもの遊び場・親の子育ての情報交換・友達づくりの場とし
て保育所・幼稚園等の園庭、園舎を開放する。

子育て支援課
平日（月曜日から金曜日まで）の保育時間について、午前７
時から午後７時まで実施する延⾧保育をすべての園で実施し
ます。

延べ4,779人（実利用数124人）の児童が利用した。 今後も継続して、全園で延⾧保育の実施をしていく。 今後も継続して、全園で延⾧保育の実施をしていく。

子育て支援課
公立・民間保育所で実施している一時預かりサービスを継続
して、保護者の断続的・短時間就労等の支援や、疾病、冠婚
葬祭、育児等に伴う心理的・肉体的負担を軽減します。

延べ2673人（実利用人数127人）の児童が利用した。

公立保育所1カ所（共存園）民間保育所1カ所（蛭間保育園）、
公立認定こども園1カ所（新開こども園）、民間認定こども園2
カ所（あたごこども園、神島田保育園）において、一時預かり
事業を実施していく。

公立保育所1カ所（共存園）民間保育所1カ所（蛭間保育園）、
公立認定こども園1カ所（新開こども園）、民間認定こども園2
カ所（あたごこども園、神島田保育園）において、一時預かり
事業を実施していく。

子育て支援課

民間保育所で実施している病児・病後児保育事業の内容の見
直しを図り、より利用しやすいサービスを提供してまいりま
す。また、ファミリー・サポート・センターでの病児・病後
児預かりとの連携を検討します。

130人の児童が登録し、延べ27人が利用した。 神島田保育園にて継続して実施する。 神島田保育園にて継続して実施する。

子育て支援課
民間保育所で実施している休日保育事業を、今後も継続して
いきます。

15人の児童が登録し、延べ231人が利用した。 あたごこども園にて継続して実施する。 あたごこども園にて継続して実施する。

子育て支援課
 緊急の用事等で保護者が一時的に保育できない場合に、施
設で一時的に養育します。今後も３施設への委託を継続して
いきます。

実績なし 今後も３施設への委託を継続していく。 今後も３施設への委託を継続していく。

社会教育課
小学校の保護者を対象とした家族のあり方や親子のふれあい
について等を学ぶ場を提供しており、今後も実施の支援をし
ます。

ＰＴＡ組織を中心としたあいさつ運動や交通安全教室の実施に
より保護者同士の連帯を深め、家庭教育や地域の教育力向上を
推進した。

ＰＴＡ組織を中心としたあいさつ運動や交通安全教室の実施に
より保護者同士の連帯を深め、家庭教育や地域の教育力向上を
推進する。

ＰＴＡ組織を中心としたあいさつ運動や交通安全教室の実施に
より保護者同士の連帯を深め、家庭教育や地域の教育力向上を
推進する。

社会教育課
家庭教育推進地区の指定を行い、各地区の家庭教育の推進強
化を行います。

神島田小学校区を重点地域に指定し、事業を行っていく予定
だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、全て中止
とした。

神島田小学校区をを重点地域に指定し、各種事業を実施して家
庭や地域の教育力向上推進に向けた事業を展開する。

神島田小学校区をを重点地域に指定し、各種事業を実施して家
庭や地域の教育力向上推進に向けた事業を展開する。

社会教育課
夏休みの親子での共通の話題作りや平和教育の一つとして
「おいまつシネマ」を継続して開催します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止とした。 ８月11日～13日に実施する。
夏休みの親子での共通の話題作りや平和教育の一つとして「お
いまつシネマ」を継続して開催する。

社会教育課

天文や科学に親しんでもらえる事業を通じて、親子のふれあ
いを図る場として、四季の星空教室や工作、企画展を開催し
ます。

児童科学館において常設展示やプラネタリウム上映だけでな
く、星空教室や工作教室などの各種事業を実施し、施設利用を
通じて子どもの安全・安心な居場所の提供を行うが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言中は中止した。

児童科学館において常設展示やプラネタリウム上映だけでな
く、星空教室や工作教室などの各種事業を実施し、施設利用を
通じて子どもの安全・安心な居場所を提供する。

児童科学館において常設展示やプラネタリウム上映だけでな
く、星空教室や工作教室などの各種事業を実施し、施設利用を
通じて子どもの安全・安心な居場所を提供する。

❶子育て支援サービス

⑮小学校区家庭教育の推
進

⑰親子でふれあう科学教
室の開催

⑭家庭教育学級の推進

⑯親子ロードショーの開
催

取組事業

（２）子育て家庭の支援
１．本市は、子育てをしている家庭に気を配り、保護者が安心して子育てをすることができるよう必要な支援を行います。

⑨延⾧保育の実施

⑩公立・民間保育所での
一時預かりの継続

⑪病児・病後児保育の充
実

⑫休日保育の継続

⑬児童養護施設等の短期
利用

⑦子育てサロンの開催

⑧園開放の継続
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課

ひとり親家庭や貧困家庭の子どもの将来が、その生まれ育っ
た環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世
代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育
の機会均等について検討してまいります。

ひとり親世帯の経済的支援を図るため、広報紙、ホームペー
ジ、冊子等で制度の周知を徹底した。

ひとり親世帯の経済的支援を図るため、広報紙、ホームペー
ジ、冊子等で制度の周知を徹底する。

ひとり親世帯の経済的支援を図るため、広報紙、ホームペー
ジ、冊子等で制度の周知を徹底する。

子育て支援課
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会
を担う児童の健やかな成⾧に資することを目的に、児童手当
法に基づき手当を支給します。

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭
における生活の安定に寄与した。延べ支給児童数 77,722人。
コロナ感染症拡大防止対策として、児童手当・特例給付現況届
の受付を基本郵送にて行った。

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭
における生活の安定に寄与する。
前年度を同様に、コロナ感染症拡大防止対策として、児童手
当・特例給付現況届の受付を郵送にて行う。

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭
における生活の安定に寄与する。

保険年金課
子どもの福祉の増進を図るため、18歳までの子どもに対す
る医療費の助成を実施します。（中学校卒業後については所
得制限あり）

子ども医療費の助成を行った。
受給者数 2,423人（未就学児）
     4,222人（小１～高３）
（令和3年3月時点）

子どもの福祉の増進を図るため、医療費の助成を今後も継続し
て実施する。

子どもの福祉の増進を図るため、医療費の助成を今後も継続し
て実施する。

子育て支援課

大幅な収入減などがある保護者に対する保育料の一部免除の
ため、市内の家庭の実態の把握や他市の状況を調査・研究し
てきました。今後も適正な保育料、免除の基準を検討してま
いります。

市内保育所及び幼保連携型認定こども園等と連携し保護者の家
庭状況を把握に努めた。

今後も市内の家庭の実態や近隣市町村の状況を鑑みて検討して
いく。

今後も市内の家庭の実態や近隣市町村の状況を鑑みて検討して
いく。

学校教育課
小・中学校に通学させるのに経済的な理由で困っている世帯
に対し、給食費・学用品費等の補助を行います。

申請のあった延1,500人（389世帯）に支給した。
小・中学校に通学させるのに経済的な理由で困っている世帯に
対し、給食費・学用品費等の補助を行う。

小・中学校に通学させるのに経済的な理由で困っている世帯に
対し、給食費・学用品費等の補助を行う。

子育て支援課
制度の周知を徹底し、ひとり親等世帯の経済的支援を図るた
め、「津島市遺児手当支給条例」（昭和49年条例第９号）
に基づいて、遺児手当を今後も継続して支給します。

ひとり親世帯の経済的支援を図るため、津島市遺児手当を支給
した。
受給者236人（児童数368人）

制度の周知を徹底し、ひとり親世帯等の経済的支援を図る。 制度の周知を徹底し、ひとり親世帯等の経済的支援を図る。

子育て支援課
制度の周知を徹底し、ひとり親等世帯の経済的支援を図るた
め、「児童扶養手当法」（昭和36年法律第238号）に基づ
いて、児童扶養手当を今後も継続して支給します。

ひとり親世帯の経済的支援を図るため、児童扶養手当を支給し
た。
受給者422人（児童数620人）

制度の周知を徹底し、ひとり親世帯等の経済的支援を図る。 制度の周知を徹底し、ひとり親世帯等の経済的支援を図る。

子育て支援課
未婚のひとり親家庭の子育てを支援するため、保育料等の対
象事業において、寡婦（夫）控除が適用されたものとみなし
て、利用料等の算定を行います。

保育所利用者負担金に対する寡婦（夫）控除みなし適用申請を2
人受付した。

税制改正により、令和２年分所得より住民税における寡婦
（夫）控除について、対象が未婚のひとり親も含まれるように
なるため事業が不要となるため廃止予定。

制度の廃止

保険年金課
母子・父子家庭の父母及び児童の健康の保持増進を図るた
め、医療費の助成を今後も継続して実施します。

母子・父子家庭医療費の助成を行った。
受給対象者数1,082人 うち子ども583人
（令和3年3月時点）

母子・父子家庭の父母及び児童の健康の保持増進を図るため、
医療費の助成を、今後も継続して実施する。

母子・父子家庭の父母及び児童の健康の保持増進を図るため、
医療費の助成を、今後も継続して実施する。

子育て支援課
制度の周知を徹底し、母子家庭の母・父子家庭の父が就職に
役立つ技能や資格取得のため、自立支援給付金の支給を行っ
ていきます。

高等職業訓練促進給付金を対象者1名に、自立支援教育訓練給付
金を対象者2名に支給した。

制度の周知を徹底し、母子家庭の母・父子家庭の父が就職に役
立つ技能や資格取得のため、自立支援給付金の支給を行う。

制度の周知を徹底し、母子家庭の母・父子家庭の父が就職に役
立つ技能や資格取得のため、自立支援給付金の支給を行う。

⑩母子家庭自立支援のた
めの給付金の支給

⑤就学援助費の支給

⑥遺児手当の支給

⑦児童扶養手当の支給

⑧未婚のひとり親家庭の
支援

⑨母子・父子家庭医療費
の支給

①ひとり親家庭等の支援

② 児童手当の支給

③ 子ども医療費の支給

④保育料の一部免除

（２）子育て家庭の支援
１．本市は、子育てをしている家庭に気を配り、保護者が安心して子育てをすることができるよう必要な支援を行います。

❷経済的支援

取組事業
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

産業振興課
男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法等関係
法令について、広報・ＰＲを一層充実して周知を図ります。

労働関係法令に関するリーフレットなどを窓口に配置し、周知
を図った。

労働関係法令に関するリーフレットなどを窓口に配置し、継続
して周知を図っていく。

労働関係法令に関するリーフレットなどを窓口に配置し、継続
して周知を図っていく。

人権推進課

性別により固定的な役割分担意識にとらわれることのない男
女共同参画社会の実現に向けて、広報紙やパンフレット、男
女共同参画に関するセミナーや男性を対象とした料理教室の
開催など、様々な方法により、啓発活動を継続して行いま
す。また、市のホームページなどを通して、子どものいる女
性の再就職・起業等に必要な情報を提供します。

男女共同参画社会の実現に向けて、広報紙12月号に「男女共同
参画社会の実現を目指して」を掲載。国や県から配布される男
女共同参画関連の資料を公共施設等に配置し周知に努めた。
男女共同参画に関するセミナーを、平成27年度採用職員を対象
に、男女共同参画に対する意識啓発や理解を深めることを目的
として書面開催した。
女性チャレンジ支援情報をホームページに掲載し、啓発を行っ
た。

性別により固定的な役割分担意識にとらわれることのない男女
共同参画社会の実現に向けて、広報紙やパンフレット、男女共
同参画に関するセミナーの開催など、様々な方法により、啓発
活動を行う。
また、市のホームページなどを通して、子どものいる女性の再
就職・起業等に必要な情報を提供する。

性別により固定的な役割分担意識にとらわれることのない男女
共同参画社会の実現に向けて、様々な方法により、啓発活動を
継続する。
また、市のホームページなどを通して、子どものいる女性の再
就職・起業等に必要な情報を提供する。

子育て支援課
ファミリー・サポート・センターにて実施している、子ども
の送迎や一時預かり、病児・病後児預かりなど事業内容の充
実を進め、より一層の周知を図ります。

依頼会員470人、提供会員171人、両方会員56人計702人
預かり・援助件数978件、病児・病後児預かり4件、夜間預かり
20件、産前産後の家事支援2件合計1,004件

ファミリー・サポート・センターにて実施している、子どもの
送迎や一時預かり、病児・病後児預かりなど事業内容の充実を
進め、より一層の周知を図る。

ファミリー・サポート・センターにて実施している、子どもの
送迎や一時預かり、病児・病後児預かりなど事業内容の充実を
進め、より一層の周知を図る。

産業振興課
ハローワーク等関係機関と連携して、雇用情報にアクセスし
やすいように、市ホームページからハローワークへのリンク
を充実します。

市ホームページにおいて、労働相談・就業等相談窓口として、
ハローワーク等のホームページのリンク先を掲載した。

市ホームページにおいて、労働相談・就業等相談窓口として、
ハローワーク等のホームページのリンク先を継続して掲載す
る。

市ホームページにおいて、労働相談・就業等相談窓口として、
ハローワーク等のホームページのリンク先を継続して掲載す
る。

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

健康推進課

妊娠届出時に全ての妊婦と面接し、妊娠期から相談しやすい体
制を整備した。また、支援が必要な方に対して、子育て世代包
括支援センター事業や要保護児童対策地域協議会の場を利用
し、児童虐待部門と連携しながら支援を実施した。

子育て支援課
要支援妊婦、特定妊婦に対し、保健師と連携し、妊娠期から家
庭訪問や面接を行い、出産後の安心・安全な育児の為に必要な
支援を行った。

子育て支援課
生後４か月までの乳児のいる家庭に、保健師や主任児童委員
等が訪問し、育児相談、子育て支援に関する情報提供養育環
境の把握等を行います。

訪問対象児童312人訪問実施数305人  要経過観察児数113人
生後４か月までの乳児のいる家庭に、保健師等や主任児童委員
等が訪問し、育児相談、子育て支援に関する情報提供養育環境
の把握等を行う。

生後４か月までの乳児のいる家庭に、保健師や主任児童委員等
が訪問し、育児相談、子育て支援に関する情報提供養育環境の
把握等を行う。

要支援妊婦、特定妊婦に対し、保健師と連携し、妊娠期から家
庭訪問や面接を行い、出産後の安心・安全な育児の為に必要な
支援を行う。

要支援妊婦、特定妊婦に対し、保健師と連携し、妊娠期から家
庭訪問や面接を行い、出産後の安心・安全な育児の為に必要な
支援を行う。

①妊娠期からの児童虐待
防止対策の充実

（２）子育て家庭の支援
２．本市は、子育てをしている家庭に対し、仕事と子育ての両立を支援する環境づくりに努めます。

取組事業

（２）子育て家庭の支援

３．本市は、虐待、体罰、いじめ等を受けた子どもを迅速かつ適切に救済するため、関係機関と協力して、情報を共有し、子育てをしている家庭に対し必要な支援を行います。

④雇用情報の提供

取組事業
①仕事と子育ての両立の
ための広報・啓発・情報
提供

②男女共同参画意識の啓
発

③ファミリー・サポート
の充実

妊娠期からの虐待予防の取り組みとして、妊娠届出時のアン
ケートの活用、医療機関や関係機関と連携し、問題を抱えて
いるご家庭が孤立しないよう努めます。また、赤ちゃんとの
生活や乳幼児揺さぶられ症候群など、子育てに
関する啓発を妊婦教室や乳児期に行います。

②乳児家庭全戸訪問の実
施
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

市民協働課 学校等において防犯教室、講話等を実施します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、規模を縮小する
等対策を行い、保育園等において防犯教室、講和等を６回実施
した。(地域住民対象の事業含む）

保育園、学校等において防犯教室、講話等を実施し、子供の安
全と地域ぐるみの防犯対策を図る。

保育園、学校等において防犯教室、講話等を実施し、子供の安
全と地域ぐるみの防犯対策を図る。

市民協働課
学校等において、道路の横断や正しい自転車の乗り方などを
実践する交通安全教室を実施します。

町内・学校・保育園等でコロナ禍で実施可能な交通安全教室、
啓発活動等を対策を行い、計28回実施した。

町内・学校・保育園等で交通安全教室を実施し、交通事故防止
を図る。

町内・学校・保育園等で交通安全教室を実施し、交通事故防止
を図る。

市民協働課
安全で安心できるまちにするため、町内会等に防犯カメラの
設置補助を行います。

令和２年度は、東柳原町町内会へ防犯カメラ４台分の補助を行
い、設置補助の推進に努めた。

今後も安全安心なまちのため、防犯カメラの設置補助を推進す
る。

今後も安全安心なまちのため、防犯カメラの設置補助を推進す
る。

市民協働課 令和２年度現在208件登録。
「こども１１０番の家」の更新年度のため、学校と連携して進
めるとともに、通学路点検等の実施により児童、保護者に周知
を図る。

学校教育課
新型コロナウィルス感染症対策の要となる３密を避けるため、
教員による通学路点検のみを実施。

新型コロナウィルス感染症対策の要となる３密を避けるため、
教員による通学路点検のみを実施。

市民協働課
広報紙において掲載するとともに、街頭にてサイン板をかか
げ交通安全広報を実施します。

津島市広報において掲載（２月号）するとともに、警察署及び
関係団体と街頭にてサイン板をかかげ交通安全広報を実施（2月
19日）した。

津島市広報の掲載及び関係機関と連携した街頭での交通安全広
報を実施する。

津島市広報の掲載及び関係機関と連携した街頭での交通安全広
報を実施する。

市民協働課
地域や関係機関・団体が連携した街頭キャンペーンの実施を
支援します。

新型コロナウイルス感染症対策を行い、警察署及び関係団体等
と連携し、街頭キャンペーンを12回実施した。

関係機関と連携した効果的な街頭キャンペーンにより防犯啓発
を実施する。

関係機関と連携した効果的な街頭キャンペーンにより防犯啓発
を実施する。

市民協働課
ボランティア団体等による防犯パトロールの実施を支援しま
す。

ボランティア団体等による防犯パトロールを新型コロナウイル
ス感染症対策を行い、７回実施した。

警察署員と防犯パトロールに参加することで協力支援を図る。 警察署員と防犯パトロールに参加することで協力支援を図る。

社会教育課
青少年の非行・被害防止や健全育成を図るため、県や関係機
関と協調・連携しながら実施します。

コロナ禍のため、街頭啓発は実施しませんでした。
県の青少年健全育成強調月間にあわせ関係機関と協働して青少
年の健全育成についての啓発活動を実施していく。

県の青少年健全育成強調月間にあわせ関係機関と協働して青少
年の健全育成についての啓発啓発活動を実施していく。

消防本部
保育所、幼稚園等に対して、花火指導や消防教室等を実施し
ます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としたが、希望す
る園については花火の配布を行った。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。 例年通り実施予定

消防本部

小学校等において地震に対する知識等を深めるため、起震車
による地震体験訓練を実施します。また、中学校一年生を対
象に、防火・防災の講座を実施し、自助・共助の重要性を学
んでもらい、災害時には率先して行動できるよう育成しま
す。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。
例年通り実施の計画だったが、新型コロナウイルス情勢を鑑
み、学校教育課と協議した結果、中止とした。

例年通り実施予定

「こども１１０番の家」の新規設置について学校と連携して進
めるとともに、通学路点検等の実施により児童、保護者に周知
を図る。

⑤チャイルドシートの正
しい使用の徹底

⑥地域安全広報活動の推
進

取組事業

１．本市は、保護者、学校等関係者及び地域住民等と連携し、子どもが有害な環境、犯罪、災害等の被害から守られるよう必要な取組を実施するとともに、子どもが自らの心身を守ることができるよう必要な教育を行いま
す。

①防犯教育の促進

②交通安全教育の推進

③防犯カメラの整備

（３）子どもの安全・安心を保証する取組

子どもたちを犯罪や危険から守るための「子ども１１０番の
家」について、各小学校において通学路点検を行い、未整備
場所における設置について依頼していきます。

⑧各種街頭啓発活動の推
進

⑨防火思想の普及啓発活
動の推進

⑩防災教育の推進

⑦パトロール活動の推進

④「子ども１１０番の
家」の充実
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目
中項目（１）
中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

学校教育課
子どもが安全に安心して生活できるよう、学校施設の維持管
理に努めます。

市内８小学校のトイレを洋式化。また、非構造部材の耐震化事
業を行った（藤浪中学校武道場のつり天井を撤去）。

令和３年度において、市内４中学校のトイレを洋式化する予
定。また、非構造部材の耐震化事業を行う予定（天王中学校武
道場のつり天井を撤去）。

令和４年度は蛭間小学校体育館⾧寿命化改修工事のための設計
を行う予定。

都市整備課
市内の公園が安全で快適な遊び場になるよう、必要に応じた
新たな整備や適切な維持管理に努めます。

天王川公園の藤棚改修工事及び噴水周辺の整備工事を実施し
た。
遊具の点検及び修繕工事を実施した。

天王川公園の藤棚改修工事及び南入口改修工事を行う。
遊具の点検及び修繕工事を行う。

天王川公園の藤棚改修工事を進めていく。
遊具の点検及び修繕工事を行う。

都市整備課
歩行者の安全確保のため、道路や歩道の整備及び舗装の補修
等を行います。

歩道整備及び舗装補修工事を実施した。 歩道整備及び舗装補修工事を行う。 歩道整備及び舗装補修工事を行う。

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

学校教育課
子どもたちが主体的に参加できる「つしま子ども会議」を開
催し、子どもたちが身近な生活における意見や考えを自由に
表明できる場を提供します。

未実施。 未定。 未定。

子育て支援課 児童館では来館者アンケートで児童の意見を徴収した。
アンケート等を実施する場合は子どもも対象とするように全庁
的に啓発する。
また、児童館等児童を対象とする事業の中で意見を徴収する。

アンケート等を実施する場合は子どもも対象とするように全庁
的に啓発する。
また、児童館等児童を対象とする事業の中で意見を徴収する。

社会教育課         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

津島市子ども読書活動推進計画（第三次）（平成28年８月策
定）策定の過程で津島市立小学校・中学校に通う児童・生徒の
一部を対象としてアンケートを実施したが、今回も同じ対象に
ほぼ同じ内容のアンケートを実施し、第三次計画の施行効果を
検証するとともに令和３年度策定予定の第四次計画の基礎資料
を得ることを目的としている。

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（３）子どもの安全・安心を保証する取組
２．本市は、子どもが安全に安心して暮らすことができるよう、公共施設等の整備その他必要な施策を行います。

取組事業

取組事業

①つしま子ども会議の開
催

①学校施設の整備

②公園の整備維持管理

③道路の整備維持管理

（４）子どもの参画の推進

１．子どもが主体的に参加し、及び意見を表明することができるよう、子どもが参画する会議の開催その他の必要な支援を行うとともに、子供の意見を尊重するよう努めます。

子育てイベント等の子どもに関する施策や将来の計画の策定
について、アンケート等で意見を求めるときには、大人の意
見とともに、子どものアンケートの実施を検討します。

②子どもの意見の尊重
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課
乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等による家庭訪問を
行い、虐待の早期発見に努めた。（乳児家庭全戸訪問事業:305
件、養育支援訪問事業:142件 合計447件訪問）

乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等による家庭訪問を
継続実施し、虐待の早期発見に努めていく。

乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等による家庭訪問を
継続実施し、虐待の早期発見に努めていく。

学校教育課
各学校が地域訪問・家庭訪問を実施し、家庭の様子を把握し
た。

各学校が地域訪問・家庭訪問を実施し、家庭の様子を把握す
る。

各学校が地域訪問・家庭訪問を実施し、家庭の様子を把握す
る。

健康推進課

児童生徒の自己肯定感を高める支援として、自己肯定感と関
連している要因を検討し、乳幼児健康診査や思春期教育「命
の大切さ」での啓発内容の充実に努めます。
児童生徒の健康に影響を与え得る健康行動課題について、児
童生徒及び保護者等に対する喫煙防止教育、生活習慣教育等
を実施し、学校等関係者と共有できる体制づくりを推進しま
す。

乳幼児健康診査で「命の大切さ」についてのリーフレットを配
布し啓発をおなった。学校に出向いて行う健康教育は新型コロ
ナ感染症予防のため実施せず。生活習慣に関してチラシ等で啓
発を行った。学校等関係機関は養護部会を通じて健康課題につ
いて共有を図った。

乳幼児健康診査では「命の大切さ」や生活習慣に関する啓発を
実施する。思春期事業にて健康課題の児童生徒及び保護者等へ
の教育の実施する。継続して関係機関と課題について共有し体
制について検討する。

乳幼児健康診査では「命の大切さ」や生活習慣に関する啓発を
実施する。思春期事業にて健康課題の児童生徒及び保護者等へ
の教育の実施する。継続して関係機関と課題について共有し体
制について検討する。

子育て支援課

学校教育課

健康推進課

育てにくさを感じる、育児に自信がないと感じる方への支援
として、特に乳幼児健診の場で早期に関わりをもつことを重
視します。また、育児不安の要素となる育児の抱え込み、精
神的な負担の軽減となるような健診づくりに努め、地域の子
育て支援サービスにつながるように努めます。

乳幼児健康診査において、子どもの発達過程についてのプリン
トを提示し、保護者に発達過程の認知を促し、必要時、早期に
関わりを持てるよう働きかけた。子どもの発達の課題や養育者
の問題に応じて、保健、福祉、教育、医療等各部門と連携し、
適切な支援に結びつくよう支援を実施した。

乳幼児健康診査等の機会を利用し、早期に関わりを持つことを
重視し、継続的な支援を実施する。

乳幼児健康診査等の機会を利用し、早期に関わりを持つことを
重視し、継続的な支援を実施する。

福祉課

医療や療育などの支援を推進するため、保健師・家庭児童相
談員等、専門スタッフによる家庭相談事業など相談体制の充
実を図ります。また、「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律」（平成17年法律第123号）及
び「児童福祉法」（昭和22年法律第164号）に基づく障が
いがある児童への福祉サービスについて、関係課窓口が連携
をとり、相談に応じるようにします。

サービスの支給決定をしている障がい児の100％が、障害児相談
支援を利用した。

サービスの支給決定をしている障がい児の100％が、障害児相談
支援を利用できるよう推進する。

サービスの支給決定をしている障がい児の100％が、障害児相談
支援を利用できるよう推進する。

子育て支援課
母子家庭・父子家庭及び寡婦の方の相談に応じ、自立ができ
るよう、情報提供及び指導、職業能力の向上及び求職活動に
関する支援を総合的に行っていきます。

母子・父子自立支援員相談件数 405件
母子家庭・父子家庭及び寡婦の方の相談に応じ、自立ができる
よう、情報提供及び指導、職業能力の向上及び求職活動に関す
る支援を総合的に行う。

母子家庭・父子家庭及び寡婦の方の相談に応じ、自立ができる
よう、情報提供及び指導、職業能力の向上及び求職活動に関す
る支援を総合的に行う。

４月 広報誌「家庭児童相談室のご案内」掲載
５月 家庭児童相談室案内チラシ学校配布
10月 里親および特別養子縁組に関するポスター及びリー
   フレット配布
11月 児童虐待防止に関する研修会開催
   広報誌に「虐待防止月間」掲載
児童虐待防止推進月間啓発リーフレット配布

４月 広報誌「家庭児童相談室のご案内」掲載
５月 家庭児童相談室案内チラシ学校配布
10月 里親および特別養子縁組に関するポスター及びリー
   フレット配布
11月 児童虐待防止に関する研修会開催
   広報誌に「虐待防止月間」掲載
児童虐待防止推進月間啓発リーフレット配布

②学童期・思春期から成
人期に向けた保健対策の
充実

④育てにくさを感じる親
に寄り添う相談体制の充
実

⑤障がい児等の相談体制
の充実

（５）子どもの育成に係る相談体制の充実等

１．本市は、保育、教育、福祉及び保健の分野における子どもに関する相談を行う部署において密接な連携を図り、虐待、体罰、いじめ等の防止、その他の子どもの育成に係る総合的な相談体制の充実を図ります。

取組事業

①家庭訪問による早期発
見

③虐待を防ぐための各種
知識の普及啓発

関係機関と連携を取りながら、要支援家庭の把握に努め、早
期の支援開始、継続支援に努めます。

各施設・各家庭へのリーフレット配布や講演会を通じて児童
虐待防止の周知啓発を行います。

4月 広報紙「家庭児童相談室のご案内」掲載
5月 広報紙「里親体験発表会」掲載
    家庭児童相談室案内チラシ配布
8月   体罰によらない子育てのためにポスター及びリーフレット
配布
9月 特別養子縁組制度・里親制度ポスター配布
10月 広報紙「里親月間」掲載
   里親制度ポスターおよびリーフレット配布
   特別養子縁組に関するポスターおよびリーフレット配布
11月 広報紙「児童虐待防止推進月間」掲載
   児童虐待防止チラシ、児童虐待防止推進月間啓発ポス
ター配布
3月  里親制度普及啓発リーフレット配布
    特別養子縁組制度ポスター配布
県主催で「児童虐待防止研修会」が開催されており、その案内

⑥ひとり親家庭等の相談
体制の充実
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第2期津島市子ども条例推進計画の進捗状況  

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課

要保護児童対策地域協議会開催
ネットワーク会議12回開催
サポートチーム会議５回
必要に応じて適宜開催。

関係機関との連携を強化し、適切な情報共有、支援体制の整備
を図ることにより、児童虐待の早期発見・早期対応に努める。
要保護児童対策地域協議会開催5月予定
ネットワーク会議12回開催予定
サポートチーム会議を必要に応じて適宜開催していく。

関係機関との連携を強化し、適切な情報共有、支援体制の整備
を図ることにより、児童虐待の早期発見・早期対応に努める。
要保護児童対策地域協議会開催5月予定
ネットワーク会議12回開催予定
サポートチーム会議を必要に応じて適宜開催していく。

学校教育課
毎月各学校から、保護が必要又は心配されている児童生徒の報
告が教育委員会に上がってくる。それをとりまとめ、月１回開
催される要保護ネットワーク会議に参加して報告した。

毎月各学校から、保護が必要又は心配されている児童生徒の報
告が教育委員会に上がってくる。それをとりまとめ、月１回開
催される要保護ネットワーク会議に参加して報告し、早期対応
を図る。

毎月各学校から、保護が必要又は心配されている児童生徒の報
告が教育委員会に上がってくる。それをとりまとめ、月１回開
催される要保護ネットワーク会議に参加して報告し、早期対応
を図る。

子育て支援課

家庭児童相談室において面接・電話・訪問での相談を行った。
新規:面接128件,電話192件,訪問86件
のべ:面接485件,電話533件,訪問436件
の相談があった。必要に応じ他機関と連携を取り、ネットワー
クの強化に努めた。

面接・電話・訪問での相談を行う。
必要に応じ他機関と連携を取り、ネットワークの強化に努め
る。

面接・電話・訪問での相談を行う。
必要に応じ他機関と連携を取り、ネットワークの強化に努め
る。

学校教育課
要保護ネットワーク会議で各関係機関と情報交換を行い、必要
に応じて連携して対応した。

要保護ネットワーク会議で各関係機関と情報交換を行い、必要
に応じて連携して対応する。

要保護ネットワーク会議で各関係機関と情報交換を行い、必要
に応じて連携して対応する。

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

子育て支援課

発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケ
アに至るまでの切れ目のない総合的な支援を行うために、
ネットワーク会議やサポートチーム会議を開催し、各相談機
関と情報共有、役割分担を確認して、個々のケースの解決に
つながるよう積極的に取り組んでいきます。

警察、児童相談所、学校、主任児童委員等地域の関係機関並び
に保護者との連携を強化し、虐待の早期発見早期対応に努め
た。
虐待通告件数:30件

警察、児童相談所、学校、主任児童委員等地域の関係機関並び
に保護者との連携を強化し、虐待の早期発見早期対応に努め
る。

警察、児童相談所、学校、主任児童委員等地域の関係機関並び
に保護者との連携を強化し、虐待の早期発見早期対応に努め
る。

大項目

中項目（１）

中項目（２）
小項目

担当課 取組事業内容 令和2年度実績 令和3年度実施計画 令和4年度以降の実施計画予定

学校教育課
教員による教育相談を行うと同時にスクールカウンセラーと
の連携を図ります。

スクールカウンセラーを配置し、相談しやすい体制を作ってい
る。また、学校、市教育委員会、家庭児童相談室と連携して対
応した。

スクールカウンセラーを配置し、相談しやすい体制を作ってい
る。また、学校、市教育委員会、家庭児童相談室と連携して対
応する。

スクールカウンセラーを配置し、相談しやすい体制を作ってい
る。また、学校、市教育委員会、家庭児童相談室と連携して対
応する。

学校教育課
全中学校（各校１名）及び全小学校（２名で８校）にスクー
ルカウンセラーを配置します。

県から６名の配置（小学校は２名で巡回、中学校は各校１名）
があった。また、市で雇用した２名が小中学校を巡回した。

県から６名の配置（小学校は２名で巡回、中学校は各校１名）
があった。また、市で雇用した２名が小中学校を巡回する。

県から６名の配置（小学校は２名で巡回、中学校は各校１名）
があった。また、市で雇用した２名が小中学校を巡回する。

②スクールカウンセラー
の配置

２．学校等関係者及び地域住民等は、常に子どもに気を配るとともに、虐待、体罰、いじめ等を受けていると思われる子どもを発見した時は、直ちに市又は関係機関に通報します。

取組事業

①学校での相談体制の充
実

取組事業

①ネットワークの強化

（６）虐待、体罰、いじめ等の救済等

（６）虐待、体罰、いじめ等の救済等

１．本市は、保護者、学校等関係者及び地域住民等並びに関係機関と連携し、虐待、体罰、いじめ等の防止、相談及び救済のために必要な措置を講じます。

（５）子どもの育成に係る相談体制の充実等

２．本市は、子どもに関する相談を行う関係機関等との連携を深めることにより、虐待、体罰、いじめ等の防止、その他の子どもの育成に係る相談体制の充実に努めます。

②相談体制、ネットワー
クの強化

①児童虐待の早期発見・
早期対応のための体制づ
くり

関係機関との連携を強化し、適切な情報共有、支援体制の整
備を図ることにより、児童虐待の早期発見・早期対応に努め
ます。

児童相談所や保健所等の関係機関との連携を強化し、安心し
て相談できる体制の整備に努めます。

取組事業
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